
別紙　1

●宮崎県総合運動公園　硬式野球場
改正 単　位 貸出時間

※2

（2026年）

●宮崎県総合運動公園 児童生徒

一　　般

貸出時間
※1 児童生徒

児童生徒 一　般 児童生徒 一　般 一　　般

１面／ｈ 9:00～17:00 450円 900円

１面／ｈ 9:00～17:00 450円 900円 児童生徒

１面／ｈ 9:00～17:00 450円 900円 一　　般

１面／ｈ 9:00～17:00 240円 470円 児童生徒

１ｈ 9:00～17:00 70円 130円 1,360円 2,710円 一　　般

第二陸上 １ｈ 9:00～17:00 70円 130円 380円 740円

競技場 １ｈ 9:00～17:00 70円 130円 200円 390円

１ｈ 9:00～17:00 70円 130円 570円 1,000円

１ｈ 9:00～17:00 270円 530円 全灯 １ｈ

トレー １ｈ 9:00～17:00 70円 130円 360円 700円 1,020円 ３／４灯 １ｈ

ニング場 １ｈ 9:00～17:00 70円 130円 360円 700円 150円 １／２灯 １ｈ

第二トレーニング場 1ｈ 9:00～17:00 360円 700円 150円 １／３灯 １ｈ

ゲートボール場 １面／ｈ 9:00～17:00 160円 320円 １／６灯 １ｈ

屋内練習場 １ｈ 9:00～17:00 780円 1,550円 3,490円 １ｈ

自転車競技場 １ｈ 9:00～17:00 80円 160円 720円 1,440円

会議室（陸上競技場及び合宿所） １ｈ 9:00～17:00 1,230円 1,230円

1ｈ 9:00～22:00 60円 120円 120円 240円 180円 照明個人は1人１時間90円 区　　　分 単　位 使用料金 空　　調 区　　　分 単　位 使用料金

冷　房 暖　房

区　　　分 単　位 シーツ代 １ｈ 1,060円 690円 630円 内野スタンド内 １箇所／全日 490円

合宿所 小学校児童及び中学校生徒 360円 朝 食 420円 １ｈ 320円 200円 190円 外野スタンド内 １箇所／全日 700円

高等学校生徒 470円 昼 食 530円 ミーティング室 １ｈ 700円 370円 330円 スコアボード １ｈ 950円

その他の者 1,070円 夕 食 850円 監督室 １ｈ 160円 130円 120円 折りたたみいす １点／ｈ 10円

コーチ室 １ｈ 120円 130円 120円 長机 １点／ｈ 10円

区　　　分 単　位 使用料金 単　位 使用料金

折りたたみいす １点／ｈ 10円 バスケットボールゴール １組／ｈ 200円 ●宮崎県総合運動公園　第二硬式野球場
長机 １点／ｈ 10円 ハンドボールゴール １組／ｈ 200円 区　　　分 単　位 貸出時間

※1

テント １点／ｈ 40円 写真判定装置 １式／ｈ 3,150円

走高跳器具 １組／ｈ 90円 一種目／ｈ 70円 児童生徒

棒高跳器具 １組／ｈ 90円 １式／ｈ 390円 一　　般

ハードル １組／ｈ 90円 ラブビースコアボード １点／ｈ 150円 児童生徒

トランポリン １台／ｈ 200円 その他の器具 １点／ｈ 20円 一　　般

競技器具一式 １ｈ 780円

児童生徒

区　　　分 一　　般

児童生徒

固定式 １ｈ 一　　般

移動式 １ｈ

●宮崎県武道館 区　　分 単　位 使用料金 区　　分 単　位 使用料金 区　　分 単　位 使用料金

会議室 １ｈ 230円 スコアボード １ｈ 300円 放送器具 １ｈ 300円

区　　　分

貸出時間
※2 照　明 ●宮崎県総合運動公園　屋内運動場

児童生徒 一　般 児童生徒 一　般 (専用使用) 冷　房 暖　房

全面 １ｈ 9:00～22:00 910円 1,820円 3,280円

２／３面 １ｈ 9:00～22:00 700円 1,300円 2,200円

１／２面 １ｈ 9:00～22:00 500円 1,000円 1,700円 児童生徒 一　般 児童生徒 一　般 児童生徒 一　般 児童生徒 一　般

１／３面 １ｈ 9:00～22:00 400円 700円 1,100円

全面 １ｈ 9:00～22:00 680円 1,350円 1,380円

３／４面 １ｈ 9:00～22:00 600円 1,100円 1,100円

１／２面 １ｈ 9:00～22:00 400円 700円 700円

１／４面 １ｈ 9:00～22:00 200円 400円 400円

全面 １ｈ 9:00～22:00 410円 800円 970円

１／２面 １ｈ 9:00～22:00 300円 400円 500円

全面 １ｈ 9:00～22:00 410円 800円 970円 照明設備 全灯 （1,000 LX） １ｈ

１／２面 １ｈ 9:00～22:00 300円 400円 500円 ３／４灯 （750 LX） １ｈ

相撲場 １ｈ 9:00～22:00 520円 90円 410円 800円 970円 1,510円 1,230円 １／２灯 （500 LX） １ｈ

全面 １ｈ 9:00～22:00 410円 800円 970円 ３／１０灯 （300 LX） １ｈ

2/3面 １ｈ 9:00～22:00 300円 500円 500円 １／５灯 （200 LX） １ｈ

1/3面 １ｈ 9:00～22:00 200円 300円 300円 １／１０灯 （100 LX） １ｈ

全面 １ｈ 9:00～22:00 410円 800円 970円 放送設備 １ｈ

1/2面 １ｈ 9:00～22:00 200円 400円 400円

トレーニングルーム 一人／２ｈ 9:00～22:00 210円 400円 区　　　分 単　位 使用料金 単　位 使用料金

全面 １ｈ 9:00～22:00 会議室１ １ｈ 240円 アリーナ 冷 房 １ｈ 12,160円

1/2面 １ｈ 9:00～22:00 会議室２ １ｈ 220円 内野側 暖 房 １ｈ 12,440円

中会議室 １ｈ 9:00～22:00 470円 320円 スコアボード １ｈ 60円 アリーナ 冷 房 １ｈ 1,120円

小会議室 １ｈ 9:00～22:00 70円 70円 折りたたみいす １点／ｈ 10円 外野側 暖 房 １ｈ 1,020円

長机 １点／ｈ 10円 冷 房 １ｈ 630円

区　　　分 単　位 使用料金 単　位 使用料金 その他の器具 １点／ｈ 20円 暖 房 １ｈ 570円

折りたたみいす １点／ｈ 10円 卓球用具 １式／ｈ 60円 冷 房 １ｈ 630円

長机 １点／ｈ 10円 電光表示盤 １式／ｈ 150円 暖 房 １ｈ 570円

テント １点／ｈ 40円 ステージライト １列／ｈ 120円

バレーボール用具 １式／ｈ 60円 その他の器具 １点／ｈ 20円 ●宮崎県総合運動公園　補助球技場
バドミントン用具 １式／ｈ 60円 １kw／ｈ 80円

１式／ｈ 370円

区　　　分 児童生徒 一　般 児童生徒 一　般 児童生徒 一　般 児童生徒 一　般

グラウンド １ｈ(全日※) 9:00～22:00 600円 1,200円 6,000円 12,000円 1,200円 2,400円 12,000円 24,000円

固定式 １ｈ

移動式 １ｈ

照明設備 １ｈ

１ｈ

●宮崎県総合運動公園　駐車場
単　位 　　用　　料　　金

一利用 普通自動車（乗員定員11人以上のもの） 　＜無料使用について＞

大型特殊自動車

普通自動車（乗員定員10人以下のもの）

小型自動車（二輪自動車を除く）

小型特殊自動車

軽自動車　（二輪自動車を除く）

二輪自動車

原動機付自転車
100円

備　　　　　考

600円
　○次の各号のいずれかに該当する日に駐車場を使用する場合以外の

300円

　　場合は無料となります。

　１ 土曜日及び日曜日並びに国民の祝日に関する法律に規定する休日

　　（1月1日から1月4日まで及び12月28日から12月31日までを除く。）

  2　入場料を徴収する場合でアマチュアスポーツ以外に使用する日

（500 LX） 2,320円 23,200円 4,640円 46,400円

（300 LX） 1,400円 14,000円 2,800円 28,000円

ｱﾏﾁｭｱｽﾎﾟｰﾂに使用 ｱﾏﾁｭｱｽﾎﾟｰﾂ以外に使用 ｱﾏﾁｭｱｽﾎﾟｰﾂに使用 ｱﾏﾁｭｱｽﾎﾟｰﾂ以外に使用

単　位
使　　用　　料　　金

アマチュアスポーツに使用 アマチュアスポーツ以外に使用 全面

付帯設備
器具

付帯設備
器具

会議室２

持込電気器具用電気

区　　　分 単　位 貸出時間
※2

放送器具
970円 1,910円

490円 950円

使　　用　　料　　金

バドミントンコートシート 入 場 料 を 徴 収 し な い 場 合 入 場 料 を 徴 収 す る 場 合

ｱﾏﾁｭｱｽﾎﾟｰﾂに使用 ｱﾏﾁｭｱｽﾎﾟｰﾂ以外 ｱﾏﾁｭｱｽﾎﾟｰﾂに使用 ｱﾏﾁｭｱｽﾎﾟｰﾂ以外

区　　　分 単　位
入 場 料 を 徴 収 し な い 場 合 入 場 料 を 徴 収 す る 場 合

1,930円

区　　　分

会議室

大会議室
1,610円

2,120円 1,430円

空調

800円

410円

遠的 50円 90円 230円 210円
970円

弓道場

近的 50円 90円 230円

270円

会議室１
区　　　分

210円

1,215円 6,051円

810円 4,034円

405円 2,017円

20,170円

3,037円 15,127円

2,025円 10,085円

単　位
使　　用　　料　　金

アマチュアスポーツに使用 アマチュアスポーツ以外に使用

副道場 50円 90円 1,510円 1,230円
4,050円

剣道場 50円 90円 1,510円 1,230円 区　　　分

柔道場 50円 90円 2,450円 1,930円 １／２面

13,700円 27,340円

アリーナ

全面 １ｈ(全日※) 9:00～22:00

ｱﾏﾁｭｱｽﾎﾟｰﾂに使用 ｱﾏﾁｭｱｽﾎﾟｰﾂ以外

1,370円 2,740円

１ｈ(全日※) 9:00～22:00 685円 1,370円 6,850円 13,670円

単　位

使　　用　　料　　金

主道場 50円 90円 7,780円 5,870円
貸出時間

※2

入 場 料 を 徴 収 し な い 場 合 入 場 料 を 徴 収 す る 場 合

単　位
使　　用　　料　　金　

※3

個　人　使　用 専　用　使　用 空　　調

区　　　分

2,740円 5,470円 最高入場料の
50人分

（最低138,900
円）

最高入場料の
100人分

（最低300,640
円）1,370円 2,735円

ｱﾏﾁｭｱｽﾎﾟｰﾂに使用 ｱﾏﾁｭｱｽﾎﾟｰﾂ以外

520円 1,020円

単　位
使　　用　　料　　金 12,760円

アマチュアスポーツに使用 アマチュアスポーツ以外に使用 アマチュアスポーツ以外
に使用

最高入場料の150人分(最低41,100円)

区　　　分

競技器具
競技器具

使　　用　　料　　金

グラウンド

１ｈ 9:00～17:00

　入 場 料 を 徴 収 し な い 場 合

体操用器械器具 アマチュアスポーツに使用
650円

1,280円

アマチュアスポーツ以外
に使用

950円

2,070円

１ｈ(全日※) 9:00～17:00

　入 場 料 を 徴 収 す る 場 合

アマチュアスポーツに使用
1,280円

放送器具
1,020円 2,040円 最高入場料の300人分(最低89,280円)

屋内走路

使　　用　　料　　金 食　事　代
会議室

大会議室
売店

一人／泊 230円

中会議室

付帯設備
器具

15,400円 77,000円

7,700円 38,500円

放送器具 980円 1,950円

庭球場（屋外コート）

照明設備

46,170円 230,820円

体育館 34,700円 173,200円

ウェイトトレーニング場 23,100円 115,500円

　入 場 料 を 徴 収 す る 場 合

サッカー場

9:00～22:00
アマチュアスポーツに使用

最高入場料の50人分(最低14,730円)

ラグビー場

３００Ｍ競技場

投てき場
区　　　分 単　位

使　　用　　料　　金

第三競技場 アマチュアスポーツに使用 アマチュアスポーツ以外に使用

最高入場料の100人分(最低29,450円)

運動広場 アマチュアスポーツ以外
に使用

最高入場料の150人分(最低138,600円)

陸上競技場 最高入場料の300人分(最低294,550円)

宮崎県総合運動公園有料公園施設料金表 令和8年1月1日 区　　　分 使　　用　　料　　金

グラウンド

１ｈ

　入 場 料 を 徴 収 し な い 場 合

9:00～22:00
アマチュアスポーツに使用

1,350円

区　　　分 単　位
使　　用　　料　　金　

※3

備考

2,690円

個 人 使 用 団 体 使 用
照　明

アマチュアスポーツ以外
に使用

12,600円

26,790円

軟式野球場

全日

※ 宮崎県総合運動公園有料公園施設（駐車場を除く）の休園日は、次のとおりとさせていただきます。

ア １月１日から１月４日まで及び１２月２８日から１２月３１日まで（イに掲げる日を除きます。）

イ 火曜日（その日が国民の祝日に関する法律に規定する休日にあたるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日。）

※ 貸出時間※1においては、事前の申出により変更することが可能です。（１時間の単位で9:00以前及び17:00以降の貸出が可能です。）

※ 貸出時間※2においては、事前の申出により変更することが可能です。（１時間の単位で9:00以前の貸出が可能です。）

※ 利用料金※3においては、アマチュアスポーツに使用する場合で入場料を徴収するときの利用料金は、表に掲げる金額の２倍となります。また、アマチュアスポーツ以外

に使用する場合で、入場料を徴収するときの利用料金は表に掲げる金額の２０倍となり、入場料を徴収しないときの利用料は表に掲げる金額の１０倍となります。


